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緊急事態宣言発出に伴う学校の対応について（お知らせ） 

  日ごろより、本校の教育活動への御理解、御協力をいただき、ありがとうございます。 

さて、新型コロナウィルス感染症の感染者が急増していることを受け、県は、警戒度を５段階で最上位の「緊急

事態措置」としました（表１参照）。また、デルタ株は、従来株より２倍程度感染力が強く、誰もが感染する可能性

があることなどが報道されております。 

これらを受けまして、今学期の教育活動については、裏面のように進めていくことといたします。 

表１ 栃木県警戒度レベルの判断に使用する指標、及び目安より抜粋 

  国（県） 

ステージ４ 

緊急事態措置 

国（県） 

ステージ３ 

まん延防止等重点措置 

県 版 ス テ ー ジ

2..5 

厳重警戒 

県版ステージ２ 

感染注意 

県版ステージ１ 

感染観察 

医療提供

体制等 の

負荷 

病床のひっ迫

具合 

病床使用率 50％以上 20％以上 15％以上 10％以上 10％未満 

重症病床使用率 50％以上 20％以上 15％以上 10％以上 10％未満 

人口１０万人当たりの全療養者数 25人以上 15人以上 5人以上 2.5人以上 2.5人未満 

監視体制 直近１週間の検査陽性率 10％以上 10％以上 5％以上 3％以上 ３％以上 

 

感染の 

状 況 

 

直近１週間の人口10万人

当たりの新規感染者数 

25人以上 15人以上 5人以上 2.5人以上 2.5人未満 

新規感染者数の直近１週

間と先週１週間の比較 

1.0超 1.0超 1.0超 1.0超 1.0以下 

直近１週間の感染経路不

明割合 

50％以上 50％以上 40％以上 30％以上 30％未満 

表２ 「新しい生活様式」を踏まえた学校の行動基準（文部科学省作成） 

地域の感染レベル 身体的距離の確保 感染リスクの高い 

教科活動 

部活動 

（自由意思の活動 

レベル３ できるだけ２m 行わない 個人や少人数でのリスクの低い活動

で短時間での活動に限定 

レベル２ できるだけ２m 

（最低１m） 

リスクに低い活動から徐々に実施（収

束局面）感染リスクの高い活動を停

止（拡大局面） 

リスクに低い活動から徐々に実施し

教師等が活動状況の確認を徹底 

レベル１ １mを目安に学級内で最大

限の間隔を取ること 

適切な感染対策を 

行った上で実施 

十分な感染対策を 

行った上で実施 

表３ 地域感染レベル別 発熱対応の目安 

地域の感染レベル 熱の状態 

レベル３ 平熱より０.５℃高い状態 

レベル２ 平熱より１.０℃高い状態 

レベル１ 

裏面に続きます。 



緊急事態宣言下におきましては、感染リスクの高い活動は停止せざるを得ない状況となります。また今後も表

３を参考にしながら、平熱より 0.5℃高い状態でなくても、いつもと違う『Not doing well』の状態であれば，か

かりつけの医療機関の受診を、お願いいたします。 

今後も、お子さんの様子に、わずかでも変化が見られたときには、無理に登校せずに家庭で様子をみること、

学校での変調がある場合には速やかな早退対応（迎え）などを、お願いいたします。 

 

１ 感染症対策を講じても、なお感染の可能性が高い学習活動は、引き続き指導計画を見直し、必要な措置を講 

じます。 

（１）音楽科における室内において至近距離で行う合唱、リコーダー等の管楽器演奏は実施時期を変更したり 

マスク等を使用したりしながら練習をします。 

（２）身体の接触を伴ったり、密集したりする体育の活動 

実施時期を変更したり、少人数で密にならないようなゲーム形態を取ったりして行います。 

（３）家庭科における調理等の実習         実施時期を変更して行います。 

２ 感染防止徹底のために、学習環境や接触時間等を改善しています。 

（１）各生徒の机には、個人のパーティションを使用できるようにしています。飛沫防止の強化につながりますので 

話し合い活動等を行う場合などは積極的に使用するようにします。 

（２）水道の蛇口をレバー式に変えています。接触する範囲が減少することとなり感染防止になります。 

（３）感染を広げないために、学年ごとによる活動を優先します。ボール等の器具を使った場合には、本人、及び 

スクールサポートスタッフ等の職員が消毒します。 

（４）密になる時間帯の軽減を図るため、宣言発出期間中の部活動練習は休止とし、１５時一斉下校（水曜日は 

１４：３５）とします（メール配信済み）。趣旨を御理解のうえ、各家庭における御協力を、よろしくお願いいたし 

ます。 

３ 緊急事態宣言期間中に予定していた学校行事の実施について（メール配信済みのものもあります） 

（１）３年生修学旅行（９月８日～１０日予定） 

   １１月７日（日）～９日（火）に、延期します。３年生保護者の皆様の意向調査結果も踏まえて、現時点では、関 

西（京都、奈良）方面のままで、予約変更をしました。その予定で実施できれば 10日（水）が振替休日となり

ます。なお、再度の変更の可能性もありますので、御了承ください。 

（２）２年生 職場体験活動（９月６日～８日予定） 

１１月１８日（木）～１９日（金）に、延期予定で、調整中です。市内の各事業所の受け入れが難しい場合には、

南摩地区内の事業所にお願いして、１日での実施となることもあります。 

（３）PTA資源物回収について（９月４日予定）  

期日未定での延期とします。感染状況が改善され次第、実施日を決定して、行う予定です。物資の保管等、

大変お世話になりますが、よろしくお願いいたします。 

（４）特設駅伝部員健康診断（８月３１日予定） 

期日未定での延期とします。駅伝大会実施の可否が分かり次第、健診実施日について、御連絡いたします。 

（５）上南摩小学校運動会（９月１１日予定）実施の場合の中学生参加協力  

校外活動中止のため、今年度は、本校生徒の参加は見合わせとさせていただきます。 

 

＊９月中旬以降の行事の変更等（新人大会、南摩地区内行事、学校祭等）につきましては、感染症の状況に 

より、その都度、メール配信、又は文書、及びホームページ等によりお知らせいたします。なお、地区学校音楽祭 

は録音審査での実施、地区少年の主張発表は書面のみでの審査、県新人大会は１１月に延期の予定です。 


